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中野区建築物の構造図書に係る調査費用の助成について 

 

１ 中野区共同住宅耐震確認調査費用助成要綱(別紙) 

 ⑴ 目的（第１条） 

   共同住宅の耐震確認調査に係る費用の一部を助成することによ

り、当該共同住宅の耐震性能を確認し、もって建築物の耐震性能

に関する区民の不安を解消する。 

 ⑵ 対象建築物（第３条） 

  ア  平成１２年４月１日から平成１７年１１月３０日までの間に

建築確認処分を受けた共同住宅 

  イ 区長が特に調査が必要であると認めた共同住宅 

 ⑶ 助成対象者(第４条) 

  ア  共同住宅の所有者（区分所有または共有に係るものであると

きは、それらの者の過半数の同意を得て選任された者） 

  イ 共同住宅の管理組合 

  ウ  共同住宅の賃借人（賃借人の過半数及び所有者の同意を得て

選任された者） 

 ⑷ 助成金の額（第５条） 

   調査費用の３分の２（４０万円を限度） 

 ⑸ 適用日（附則） 

   ２００５年１２月１日 



別 紙 

 

中野区共同住宅耐震確認調査費用助成要綱 

要綱第５号 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、共同住宅の耐震確認調査に係る費用の一部を助

成することにより、当該共同住宅の耐震性能を確認し、もって建築

物の耐震性能に関する区民の不安を解消することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

 ⑴  建築確認 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第

１項及び第６条の２第１項の確認をいう。 

 ⑵  構造図書 建築確認の申請書の副本に添付された構造計算書及

び構造図をいう。 

 ⑶  耐震確認調査 建築確認を受けた建築物の構造図書に明示され

た構造計算を再計算し、又は当該構造図書を再検証することをい

う。 

 （助成対象建築物） 

第３条 助成対象建築物は、平成１２年４月１日から平成１７年１１

月３０日までの間に建築確認を受けた区内の共同住宅又は区長が特

に必要と認める共同住宅とする。 

 （助成対象者） 

第４条 助成対象者は、区長が別に定めるものその他区長が特に認め

るものに委託して、前条の助成対象建築物に係る耐震確認調査を行

うもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 ⑴  当該助成対象建築物の所有者（区分所有者又は共有者の場合に



あっては、当該区分所有者又は共有者の過半数の同意を得て選任

された者に限る。） 

 ⑵ 当該助成対象建築物の管理組合 

 ⑶  当該助成対象建築物の賃借人（当該賃借人の過半数及び当該助

成対象建築物の所有者の同意を得て選任された者に限る。） 

 （助成金の額等） 

第５条 助成金の額は、耐震確認調査に係る費用の３分の２に相当す

る額とし、４０万円を限度とする。 

２ 前項の助成金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てる。 

３ 助成金の交付は、同一の助成対象建築物につき１回限りとする。 

 （申請） 

第 ６ 条  助 成 金の交付を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、助成金交付申請書（第１号様式）により区長に申請しな

ければならない。 

２ 申請者は、前項の規定により申請するときは、当該助成対象建築

物の建築確認に係る確認済証を区長に提示しなければならない。 

 （交付決定） 

第７条  区長は、前条第１項の規定による申請があった場合におい

て、助成金の交付を決定したときは助成金交付決定通知書（第２号

様式）により、助成金の不交付を決定したときは助成金不交付決定

通知書（第３号様式）により、当該申請者に通知する。 

 （変更届） 

第８条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者（以下「交

付決定者」という。）は、当該助成金交付申請書に記載された内容

を変更しようとするときは、変更申請書（第４号様式）により区長

に届け出なければならない。ただし、当該変更の内容が軽微なもの

であるときは、この限りでない。 



２ 区長は、前項の規定による届出があった場合において、当該変更

を承認したときは、変更承認通知書（第５号様式）により当該交付

決定者に通知する。 

 （報告） 

第９条 交付決定者は、当該耐震確認調査が終了したときは、調査終

了報告書（第６号様式）に次に掲げる書類を添付して、区長に報告

しなければならない。 

 ⑴ 当該耐震確認調査の結果が確認できる書類 

 ⑵ 当該耐震確認調査に係る費用の領収書の写し 

２ 交付決定者は、前項の規定により報告する場合において、区長が

必要と認めるときは、当該耐震確認調査により作成された構造計算

書等の書類を区長に提示しなければならない。 

 （助成金の額の確定） 

第１０条 区長は、前条の規定による報告があったときは、助成金の

額を確定する。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、助成金

額確定通知書（第７号様式）により当該交付決定者に通知する。 

 （請求） 

第１１条 前条第２項の規定による通知を受けた者は、速やかに助成

金交付請求書（第８号様式）により区長に助成金の交付を請求しな

ければならない。 

 （決定の取消し） 

第１２条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

 ⑴  偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を

取り消したときは、助成金交付決定取消通知書（第９号様式）によ



り当該交付決定者に通知する。 

 （助成金の返還） 

第１３条 区長は、前条第１項の規定により助成金の交付の決定の全

部又は一部を取り消した場合において、当該助成金が既に交付され

ているときは、助成金返還命令書（第１０号様式）により、期限を

定めて、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 （補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、２００６年１月１６日から施行し、２００５年１２月

１日から適用する。 

 


